
高山市議会ぎかいだより❿

合
は
補
填
す
る
の
か
。

【
答
】
管
理
料
の
納
入
は

無
く
、
赤
字
分
は
会
社
負

担
で
補
填
も
行
わ
な
い
。

〈
議
第
16
号
〉
古
川
国
府

給
食
セ
ン
タ
ー
利
用
組
合

規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

組
合
の
経
費
の
支
弁
に

係
る
負
担
割
合
の
算
定
基

準
を
変
更
す
る
た
め
組
合

規
約
を
変
更
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
全
員
一
致
で

原
案
の
通
り
可
決
す
る
も

の
と
決
め
ま
し
た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
通
り
。

【
問
】
負
担
割
合
の
算
定

基
準
が
保
育
園
は
４
月
、

学
校
は
５
月
に
な
っ
て
い

る
が
そ
の
違
い
は
。

【
答
】
人
数
確
定
基
準
日

が
保
育
園
は
４
月
１
日
、

学
校
は
５
月
１
日
と
な
っ

て
い
る
。

〈
請
願
第
１
号
〉
学
校
図

書
館
職
員
の
外
部
委
託
の

中
止
を
求
め
る
請
願
書

　

高
山
市
は
、
23
年
４
月

か
ら
学
校
図
書
館
職
員
の

「
外
部
委
託
」
を
行
う
計

画
が
あ
る
。
現
在
、
学
校

図
書
館
職
員
は
嘱
託
職
員

で
あ
る
が
、
非
常
勤
職
員

雇
用
制
度
を
見
直
し
て
、

雇
用
待
遇
の
向
上
を
図

り
、
ま
た
学
校
図
書
館
の

運
営
は
、
市
が
直
営
と
す

べ
き
と
し
て
、
外
部
委
託

の
中
止
を
求
め
る
請
願
。

　

紹
介
議
員
へ
の
質
疑
、

議
員
間
討
議
の
結
果
、
賛

成
少
数
で
不
採
択
と
す
る

も
の
と
決
め
ま
し
た
。

　

主
な
各
委
員
の
意
見
は

次
の
通
り
。

　

学
校
図
書
館
は
「
直
営

で
や
る
べ
き
だ
」
と
総
務

省
は
言
っ
て
い
る
。
市
の

考
え
が
違
う
の
で
は
な
い

か
。

　

請
願
の
趣
旨
に
指
定
管

理
者
制
度
の
運
用
が
引
用

さ
れ
て
い
る
。
委
託
と
は

性
質
が
異
な
る
。

　

外
部
委
託
さ
れ
る
こ
と

で
、
学
校
図
書
館
職
員
の

生
活
が
不
安
定
に
な
る
心

配
が
あ
る
。

　

重
要
な
の
は
、
子
ど
も

の
生
き
る
力
を
書
物
を
通

じ
て
培
う
こ
と
だ
。

　

非
常
勤
職
員
雇
用
制
度

を
見
直
し
て
雇
用
待
遇
の

向
上
を
は
か
る
べ
き
だ
。

　

嘱
託
職
員
は
５
年
間
雇

用
で
あ
る
。
外
部
委
託
雇

用
に
な
れ
ば
長
期
雇
用
の

可
能
性
も
あ
り
専
門
的
知

識
が
持
て
る
よ
う
に
な

る
。

　

中
心
は
子
ど
も
た
ち
。

よ
り
良
い
図
書
館
活
用
の

教
育
を
望
む
。

〈
議
第
９
号
〉
高
山
市
水

道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
及
び
高
山
市
給
水

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

　

高
山
市
水
道
事
業
へ
岩

滝
簡
易
水
道
及
び
丹
生
川

簡
易
水
道
を
統
合
す
る
た

め
、
給
水
人
口
等
の
規
定

を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
。

〈
議
第
10
号
〉
高
山
市
簡

易
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

簡
易
水
道
事
業
を
段
階

的
に
統
合
す
る
た
め
、
名

称
及
び
給
水
区
域
を
変
更

し
よ
う
と
す
る
も
の
。

　

議
第
９
号
・
議
第
10
号

と
も
に
、
全
員
一
致
で
原

案
の
通
り
可
決
す
る
も
の

と
決
め
ま
し
た
。

〈
議
第
13
号
・
議
第
14
号
〉

市
道
路
線
の
変
更
に
つ
い

て
　

丹
生
川
ダ
ム
の
建
設
等

に
伴
い
、
市
道
路
線
の
認

定
及
び
変
更
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
、
関
連
が
あ

る
た
め
一
括
し
て
審
議

し
、
全
員
一
致
で
原
案
の

通
り
可
決
す
る
も
の
と
決

め
ま
し
た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
通
り
。

【
問
】
木
地
屋
渓
谷
へ
は
、

丹
生
川
ダ
ム
を
通
っ
て
認

定
路
線
と
な
る
折
敷
地
22

号
線
で
行
け
る
と
い
う
こ

と
か
。

【
答
】
そ
の
通
り
。

【
問
】
木
地
屋
２
号
線
の

終
点
と
丹
生
川
の
木
地
屋

線
の
始
点
と
は
つ
な
が
っ

て
い
な
い
の
か
。

【
答
】
道
路
の
途
中
が
、

地
形
の
関
係
で
つ
な
が
っ

て
い
な
い
。

【
問
】
国
府
駅
前
の
路
線

は
、
狭
い
と
思
わ
れ
る
が

拡
幅
計
画
は
。

【
答
】
県
道
古
川
国
府
線

か
ら
国
府
支
所
庁
舎
に
向

か
っ
て
い
る
路
線
は
、
拡

幅
を
予
定
し
て
い
る
。
今

回
、
路
線
変
更
す
る
Ｊ
Ａ

ひ
だ
国
府
支
店
に
向
か
う

路
線
は
現
状
の
ま
ま
だ
。

〈
議
第
34
号
〉
高
山
市
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　

高
山
市
清
見
リ
サ
イ
ク

ル
セ
ン
タ
ー
を
廃
止
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
原
案
の
通
り
可
決

す
る
も
の
と
決
め
ま
し

た
。

　

主
な
質
疑
は
次
の
通
り
。

【
問
】
土
地
の
所
有
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
。

【
答
】
市
の
土
地
と
、
一

部
借
地
が
あ
る
。
借
地

は
、
契
約
期
間
が
切
れ
る

の
で
、
更
地
に
し
て
返

す
。

【
問
】
土
地
・
建
物
の
今

後
の
利
用
は
ど
う
な
る

か
。

【
答
】
用
途
廃
止
を
し
て

普
通
財
産
に
切
り
替
え
た

後
、
土
地
・
建
物
と
も
に

有
効
活
用
で
き
な
い
か
検

討
し
て
い
る
。

基
盤
整
備
委
員
会
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